
加古川市福祉バス事業実施要領 

令和７年４月１日施行 

 

１【運行時間、運行範囲及び運休日】（要綱第２条関係） 

区  

分 
要  領 

運

行

時

間 

 運行時間は、午前９時（市役所出発時刻）から午後５時（市役所帰着時刻）までの８

時間であるが、使用目的を達成するため、午前９時よりも前に使用する場合は、運行管

理委託事業者と協議の上、これを認める。 

ただし、原則として出発時刻から８時間以内を帰着時刻とする。 

運

行

範

囲 

 兵庫県内外問わず、運行時間内で余裕をもって往復可能な範囲とする。 

運 

休 

日 

（１）12月 29日から翌年の１月３日までの日 

（２）第２土曜日及び第３日曜日 

（３）天災、悪天候等運行経路の道路状況の悪化又は災害警報の発令等により、使用団

体から使用中止の申出があった場合、運休させることができる。この場合、使用

回数に含めないものとする。 

なお、使用中止の申出は使用日の前日が開庁日の場合は午後５時 15分までと

し、やむを得ない事情により、使用日の当日に申出する場合は、当日の午前７時

までとする。 

（４）福祉バスの車検時、車両故障時、災害等により運行が不可能と市が判断した場合、

その他、加古川市行政運営に対して福祉バスの運行が妥当でないと判断した場合

は運休することができるものとする。 

 

２【使用団体】（要綱第３条）、【使用可能人員】（要綱第５条）、【使用可能回数及び使用の制

限】（要綱第６条）、【使用申込】（要綱第７条）関係 

(1)使用可能人員 

・福祉バスの使用可能人員は 11 名から 22 名までとする。なお、福祉バスには客席 20 席と

車いす固定席 2 席が設置されているが、車いす固定席は車いすを利用する人専用であり、一

般の乗客は利用することができない。 

  ・乗車人員に市外居住者を含む場合は、市内居住者 11 名以上が乗車する使用団体に限り使

用できる。 

 

 



（２）使用団体、使用の制限及び使用申込 

 団 体 区 分 該 当 団 体 申 請 受 付 期 間 

福 

祉 

団 

体 

65 歳以上の

個人又は当

該者で主に

構成される

団体 

高齢者の福祉や交流を目的とする団体ま

たは高齢者が主体となって運営する団体

で、その構成員の 75％以上が 65 歳以上

である団体 

使用しようとする日の属す

る月の６カ月前の月の初日

（その日が加古川市の休日

を定める条例（平成２年加古

川市条例第１号）第２条第１

項に規定する市の休日に当

たるときは、市の休日の翌

日）から使用しようとする日

の１カ月前まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がい者団

体 

・ 身体障害者福祉協会 

・ 手をつなぐ育成会 

・ ろうあ協会 

・ 中途失聴・難聴者協会 

・ 視覚障害者福祉協会 

・ 肢体不自由児者父母の会 

・ 障がい児（者）家庭教育学級 

・ ボランティア団体等（心身障がい児

（者）を伴って行事等を行う場合） 

そ 

の 

他 

団 

体 

 

社会教育関

係団体 

・社会教育推進員で構成される団体 

・同和教育関係団体 

福祉教育関

係団体 

・福祉教育推進員で構成される団体 

・保護司会 

・更正保護女性会 

地域団体 

その他団体 

・町内会 

・婦人会 

・民生児童委員で構成される団体 

・ボランティア活動団体 

・消防団 

・公民館登録団体 

・シルバー人材センター  



団 体 区 分 該 当 団 体 申 請 受 付 期 間 

そ

の

他

団

体 

その他市長

が適当と認

める団体（参

考） 

・市関係の機関、協議会、委員会等 

 ※原則、高齢者や障がい者の使用など

福祉の増進を目的とする場合に使用

を許可する。 

※原則、課内で事業内容などを総合的

に判断し、使用の可否を判断するも

のとする。 

※原則、毎年の使用を認めるものでは

なく、使用所管課が別途事業の予算

措置を行うものとする。 

受付期間は定めず、いつでも

予約可能とする。 

使 

用 
で 

き 

な 

い 

団 

体 

 
・使用人員が 10 名以下又は 23名以上の

団体 

・宗教団体、政治団体または営利を目的

とする団体 

・社会福祉施設等施設単位の事業・行事

での使用 

・宿泊を伴う事業等の使用 

・出発及び帰着地点が、加古川市以外の

場合の使用 

・前回に使用した日の属する月の初日か

ら３カ月を経過していない団体の使用 

・既に年度内に２回使用した団体の使用 

・加古川市福祉バス使用許可申請書（以

下、「使用許可申請書」という。）が使

用日の１カ月前までに提出されなかっ

た場合の使用 

・やむを得ない事情がある場合を除き、

使用団体が使用申込から 14 日を超え

て取下げした場合に、使用を予定して

いた日の属する月の初日から３カ月を

経過していない団体の使用 

・ＰＴＡ、ボーイスカウト、子供会、少

年団 

注意事項 

※団体とは共通の目的を持

った集団を指す。 

※団体名から団体区分が推

測できない場合は受付時

によく確認すること。 

※必要に応じて活動実績の

確認できるものや規約な

どの提出を求める 



３【使用目的】（要綱第４条関係） 

目  的 要  領 

研修会等へ参加 ・日頃の活動に関わる研修、大会に参加する場合は使用可。 

・公民館の登録団体などが音楽会や展示会に参加、出展するために使用

する場合は使用可。 

施設訪問等の福祉

活動 

 福祉関連施設（高齢者、障がい者施設等）を訪問し、慰問、交流事業を

実施する場合は使用可。 

研修旅行等の教養

活動 

 日頃の活動に関連した学問、技術、教養を高めることを目的に、関係す

る施設等への交通手段とする場合は使用可。 

 高齢者、障がい者団体に対しては、「生きがいづくり」のためと認めら

れる場合（親睦、懇親旅行）も、バス使用の趣旨に添うものとする。 

他地域団体との交

流事業 

 高齢者、障がい者団体が、他の地域の団体との交流事業・行事に参加す

るための交通手段とする場合は使用可。 

その他市長が適当

と認める事業 

 上記に該当しない事業で、客観的に福祉バスを使用することが適切と

判断できる事業。 

 

４【使用申込】（要綱第７条関係）、【使用申請】（要綱第８条関係） 

(1)使用申込の定義 

・加古川市福祉バス事業実施要綱（以下、「要綱」という。）第３条各号に掲げる使用団体が、

要綱第７条第１項に規定する受付期間中に、電話、窓口、ＦＡＸ等により、使用希望日を市

に申し込むことを使用申込という。使用日が確定した後、使用許可申請書を提出させること。 

(2)使用申込方法 

・各月の初日（その日が加古川市の休日を定める条例（平成２年加古川市条例第１号）第２

条第１項に規定する市の休日に当たるときは、市の休日の翌日）に限り、使用団体から使用

申込を受付け、同日中に抽選を行い、代表者に抽選結果を連絡することとする。 

・各月の初日に申込みをする希望日は第１、第２希望日の最大２候補まで使用申込可能とし、

正午に使用申込を締め切る。 

・各月の初日に２以上の使用団体が同じ日を第１希望日、あるいは第１希望が落選した２以

上の使用団体が同じ日を第２希望日としたときは抽選を行う。同じ日に第１、第２希望日が

混在する場合は、第１希望日とした使用団体が優先される。 

・各月の初日を除く日に、２以上の使用団体から同一使用日の使用申込がある場合は、原則

として使用申込の早い団体を優先する。ただし、２以上の使用団体から同日の同時間に同一

使用日の使用申込があった場合は、抽選で決定する。 

・ろうあ協会等の団体からＦＡＸによる使用申込があった場合は、ＦＡＸ受信後に受付完了

の通知を送信する。 



・天候や災害、その他客観的にやむを得ない事情がある場合を除き、使用申込をした日から

14 日を超えて取下げた場合及び使用日の１カ月前までに使用許可申請書の提出がない場合

は、使用したものとみなし、使用日の属する月の初日から３カ月を経過しなければ、次の使

用はできない。 

・使用申込日は毎週月の初日（当該日が市の休日の場合はその翌日）に限り 8 時 30 分～正

午で、翌日以降は月曜日から金曜日（休日を除く）までの 8 時 30 分～17 時 15 分の間とす

る。 

・各月の第１営業日を除き、複数の団体から同一使用日の予約申込がある場合は、原則とし

て申込みの早い団体を優先する。 

・各月の第１営業日に限り、複数の団体から同一使用日の使用申込がある場合は抽選を行う。 

・抽選は各月の第１営業日の午前 8 時 30 分から正午までに、最大２希望まで使用申込し、

くじで使用団体を決定する。決定内容については当選、落選問わず同日中に連絡を行うもの

とする。 

・使用申込の際には、使用団体の団体区分、使用日時、使用目的、前回使用日を明らかにす

ること。特に内容（行程）については、福祉バスの趣旨を理解した上で、運行経路予定表を

提出すること。 

・判断の難しい申込みの場合は、あくまで使用申込であり、使用を許可しない場合もあり得

るので、参加者の募集、施設予約等を先行しないこと。また、使用の可否の判断をする必要

から、使用許可申請書等を速やかに提出すること。 

(3)使用申請 

・使用申込日から使用日の１カ月前までに加古川市福祉バス使用許可書（様式第２号）に運

行経路予定表、帰着時指定給油場所（燃料費を免除されている団体は除く。）、乗車名簿を添

付したうえで提出すること。 

・提出後の変更については速やかに連絡し、市の指示を仰ぐこと。 

 

５【使用許可の決定】（要綱第９条関係） 

 不適当であると認めた場合とは以下のとおりとする。 

  ・虚偽の内容で申請し利用した場合。 

  ・利用人数が特段の理由なく当日になり半減した場合。 

  ・当日の運行中に予定を変更した場合。 

  ・雨天時（荒天を除く）はキャンセルすることを前提とした申請を行った場合。 

  ・その他社会通念上明らかに不適当と認められる場合。 

 

６【使用料等】（要綱第 10条関係） 

(1)燃料費の負担 

・使用団体は帰着地の最寄りの給油所で満タン給油し、その燃料費については使用団体の負



担とする。後日支払いは認めず、給油時に支払うものとする。 

・やむを得ず、行程の途中で給油する場合についても、給油時に使用団体が支払うこととす

る。 

(2)受益者負担 

・福祉バスの運行に要する通行料金、駐車料金及び燃料費等の実費は、使用団体が負担する

ものとする。 

・使用団体は、使用許可申請書に帰着地の最寄りの給油所の所在及び名称がわかる周辺地図

等を添付し、そこで給油するものとする。 

・通行料金、駐車料金、バス駐車場の確認等は、事前に使用団体が行うこととする。 

 

７【使用団体への指導事項】 

  使用団体に対し、以下の事項について遵守するよう案内文等により指導する。 

・むやみに運転手に話しかけないこと。 

・他の人や自動車等に迷惑のかかる行為はしないこと。 

・ゴミや空きカンは、必ず持って帰ること。 

・当日に、経路や集合場所等の変更はしないこと。 

・車中で、アルコール類の飲酒はしないこと。 

・走行中は、運転手の指示に従うこと。 

・乗降車の際には、使用団体の代表者が責任を持って、事故等のないよう指示すること。 

・バス運行業務の従事者（運転手等）に対して謝礼、金品等の心遣いを行わないこと。 

・帰着時の燃料費、通行料金及び駐車料金については、その場で使用団体が支払うこと。 

・福祉バスの運行については、運転手の指示に従うこと。 


